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第 １ 章 総 則 

 

（名 称） 

第 １ 条  本会は、千葉県生涯大学校京葉学園学生自治会と称し、事務局を本学園内におく。 

 

（会 員） 

第 ２ 条  本会は、千葉県生涯大学校京葉学園（以下｢本学園｣という）で学ぶ全学生（以下「会 

          員」という）をもって組織する。 

 

（目 的） 

第 ３ 条  本会は、学生の自冶活動により、学園生活の向上と会員相互の親睦、福祉の増進並び 

          に地域活動への参加・貢献などを図ることを目的とする。 

 

（事 業等） 

第 ４ 条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業等を行う。 

          （１）教養・文化に関すること 

          （２）保健・体育に関すること 

          （３）福祉・厚生に関すること 

          （４）広報・調査に関すること 

          （５）会員の親睦団体（クラブ活動等）及び自主講座者の支援に関すること 

          （６）その他、目的達成のための必要と認める事項 

 

 

第 ２ 章 役 員 

 

（役 員） 

第 ５ 条  本会に次の役員をおく。 

          （１）理事    ２９名以内 

          （２）監事     ２名 

 

（役員の選出方法及び任期） 

第 ６ 条  役員の選出方法及び任務は、次の通りとする。 

          （１）理事は、各学級毎に 2名を選任する。 

          （２）前号の理事の外、会長は理事会の承認を得て、第 5条第 1号に定める理事数を超え 

             ない範囲で理事を指名選任することができる。 

          （３）理事に欠員を生じたときは、当該理事の選出された区分により補欠選任を行う。 

          （４）監事は、総会で会員から直接選任する。 

          （５）役員の任期は、１年とする。ただし、第３号の規定により補欠選任された理事の任 



             期は前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第 ７ 条 

          １．本会に、会長１名、副会長２名をおく。 

          ２．会長は、理事の互選により選出し、総会の承認を得て就任する。この場合、理事の 

            互選により選出された者は、総会の承認以前であってもこの会則に規定する会長と 

            しての職務を執行出来るものとする。 

          ３．副会長は、理事の中から理事会の承認を得て会長が指名する。 

          ４．会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

          ５．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

 

（監事の職務） 

第 ８ 条 

          １．監事は次の職務を行う。 

          （１）本会の財産の状況を監査すること。 

          （２）本会の事業執行の状況を監査すること。 

          （３）前各号について不正な点を発見したときは、総会に報告すること。 

          （４）前号の報告をするため総会を招集すること。この場合、第１０条及び第１１条 

            の規定を準用すること。 

          ２．監事は、毎年１回以上、前項第１号及び第２号の監査を行い、総会及び理事会に報告 

            し、意見を述べなければならない。 

 

 

第 ３ 章 会 議 

 

（会 議） 

第 ９ 条  本会の会議は、総会及び理事会とする。 

 

（招集手続き、定足数及び議長） 

第 １０ 条 

          １．会議は、総会にあっては会日から２０日前までに、理事会にあっては会日の５日前 

            までに、日時、場所及び付議すべき事項を告げ、会長が招集する。 

          ２．会議は、構成員の３分の２以上の出席で成立し、出席者の過半数で決する。この場 

            合、可否同数の時は議長が決する。 

          ３．議長は、総会にあっては出席会員の中から選任し、理事会にあっては会長とする。 

 

（総 会） 



第 １１ 条 

          １．総会は、本会の最高議決機関で、会長は毎年１回原則５月に招集する。 

          ２．会長は、次の各号に掲げる場合は、臨時総会を招集する。 

          （１）理事会が必要と認めたとき。 

          （２）会員が総員３分の１以上の同意を持って、会議の目的たる事項及び招集の目的を 

             記した書面を会長に提出して総会の開催を請求したとき。この場合、会長は請求 

             のあった日から２０日以内に総会を招集しなければならない。 

          ３．総会に付議すべき事項は、以下の通りとする。 

          （１）会則の変更 

          （２）会長の承認 

          （３）監事の選任 

          （４）事業計画及び収支予算 

          （５）事業成績及び収支決算の承認 

          （６）その他理事会が必要と認めた事項 

 

（理事会） 

第 １２ 条理事会は、本会の事業の運営について、次に掲げる事項を決定、実行する。 

          （１）総会の招集及びこれに付議すべき事項 

          （２）事業を執行するための方針に関する事項 

          （３）予算の執行に関する事項 

          （４）会費の変更を伴わない事業計画及び予算の変更 

          （５）前各号に掲げる事項の他、理事会が必要と認めた事項 

 

第 ４ 章 事 務 局 等 

 

（事務局） 

第 １３ 条本会の事業を円滑に実施するため各事業部・事務局をおく。 

          １．事務局に、事務局長１名、事務局次長若干名をおく。事務局長及び事務局次長は、 

            理事の中から会長が指名する。 

          ２．事務局長は、会長の指示を受け、本会の事務を掌握し、事務局次長は、事務局長を 

            補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。 

          ３．各事業部は次の４事業部とする。 

          （１）会計部  本会の経理に関する事項を処理する。 

          （２）文化部  第４条第１号に掲げる事項を処理する。 

          （３）厚生部  第４条第２号・３号に掲げる事項を処理する。 

          （４）広報部  第４条第４号に掲げる事項を処理する。 

 

（地域部会等） 



第 １４ 条本会に、地域部会及び学級自治会を設けることが出来る。 

 

（顧問及び相談役） 

第 １５ 条本会に、顧問及び相談役をおくことが出来る。 

          １．顧問は会長の諮問に応える。 

          ２．相談役は会議に出席し、本会の事業に関し必要な助言を行うことが出来る。 

          ３．顧問は、本学園の関係者または卒業生の中から、理事会において推薦し、相談役は 

            、本学園の教授の中から、理事会に諮り会長が委嘱する。 

 

 

第 ５ 章 会 計 

 

（経 費） 

第 １６ 条 

          １．本会の経費は、年会費及びその他の収入をもって充てる。 

          ２．年会費は、３，０００円とする。 

 

（会計年度） 

第 １７ 条本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日までとする。 

 

第 ６ 章 雑 則 

 

（疑義の解釈） 

第 １８条 この会則の解釈に疑義が生じた時、または定めのない事項については、理事会に諮り会 

          長が決する。 

 

          付則    この会則は、昭和５９年５月２５日から施行する。 

          付則    この会則は、平成５年４月１日から一部改正施行する。 

          付則    この改正会則は、平成８年４月１日から一部改正施行する。 

          付則    この会則は、平成１５年４月１日から一部改正施行する。 

          付則    この会則は、平成２５年４月１日から一部改正施行する。 

          付則    この会則は、平成２６年４月１日から一部改正施行する。 

          付則    この会則は、平成２７年４月１日から一部改正施行する。 

          付則    この会則は、平成２９年５月３１日から一部改正施行する。 

          付則    この会則は、令和２年４月１日から一部改正施行する。 


